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フロン類ボンベの管理方法に関する
注意とお願い

フロン類のボンベは、日常の取扱いや管理が重要です。
管理が不十分なボンベは、フロン類の漏れの原因や高圧ガス保安法違反に
なりますので、下記事項を必ず実施してください。

自動車再資源化協力機構

03-5405-6155
ご不明な点は まで

①漏れ･ゆるみ･変形の確認

作業前にバルブ等からの漏れ･
ゆるみ･変形等がないことを
確認してください。

②常に刻印が読める状態に

日頃からボンベの汚れを
こまめに落とし、検査期限等の
刻印が判別できるようにして
ください。

③充てんガス種の明記

回収するガス種を明記し、
異なるガスを混入しないで
ください。

④適切な場所での保管

ボンベは４０℃以下の場所に
保管してください。


